
 

＜報道発表資料＞ 
 

令和８年３月２７日 
京都市文化市民局市民スポーツ振興室 

 
京都市体育館及び西京極総合運動公園プール兼アイスス

ケートリンク（京都アクアリーナ）におけるネーミングライツ
契約に基づく通称の使用開始 

 
京都市体育館及び西京極総合運動公園プール兼アイススケートリンク（京都アクアリー

ナ）についてネーミングライツ契約を締結したため、令和８年４月１日から通称の使用を開
始します。 
 
１ 京都市体育館 

⑴ 契約の相手方 
   日新電機株式会社 

設  立 大正６年４月 
所 在 地 京都市右京区梅津高畝町 47 番地 
資 本 金 102 億 5,284 万円 
事業内容 電気機械器具の製造・販売、産業用機械器具並びに装置の製造・販売等 

⑵ 契約内容 
ア 命名する通称 

(ｱ) 日本語表記の通称 
     にっしんでんきアリーナ京都 
   (ｲ) 英語表記の通称 
     Nissin Electric Arena Kyoto 

イ 価格 
  年間 2,000 万円（税込） 
ウ 通称使用期間 
  令和８年４月１日から令和 11 年３月 31 日まで（３年間） 
 
 
 
 
 
 
 



 

２ 西京極総合運動公園プール兼アイススケートリンク（京都アクアリーナ） 
⑴ 契約の相手方 

   株式会社大興設備開発 
設  立 昭和 49 年３月 
所 在 地 京都市右京区花園扇野町 37 番地 
資 本 金 4,400 万円 
事業内容 総合建物管理・設備工事業 

⑵ 契約内容 
ア 命名する通称 

(ｱ) 日本語表記の通称 
     大興設備開発 京都アクアリーナ 
   (ｲ) 英語表記の通称 
     DAIKO Facility Management & Development KYOTO AQUARENA 

イ 価格 
  年間 550 万円（税込） 
ウ 通称使用期間 
  令和８年４月１日から令和 11 年３月 31 日まで（３年間） 

 
 
＜お問合せ先＞ 
京都市文化市民局市民スポーツ振興室 
電話：０７５−２２２−３１３５ 
  



 

（参考）施設概要 
 
１ 京都市体育館 

⑴ 所在地    京都市右京区西京極新明町１番地 
⑵ 構造及び面積 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造３階建て １棟 

建築面積               5,416 ㎡ 
延べ面積               8,112 ㎡ 

⑶ 設備     体育室 2,400 ㎡（60m×40m） 
          付属設備（放送室、医務室、役員室、会議室、更衣室、温水シャワー

室等） 
⑷ 設置目的   スポーツのための施設の提供 

スポーツの競技会、講習会等のための施設の提供 
⑸ 開設年月   昭和 38 年５月（昭和 62 年度、平成 25 年度大規模改修実施） 
⑹ 利用状況   令和６年度 利用率 72.6% 利用件数 1,252 件 
⑺ 供用時間   午前８時から午後 10 時まで 
⑻ 観客席    2,500 席 

 
２ 西京極総合運動公園プール兼アイススケートリンク（京都アクアリーナ） 

⑴ 所在地    京都市右京区西京極新明町 29 番地 
⑵ 構造及び面積 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造地下１階地上３階建て １棟 

建築面積               7,917 ㎡ 
延べ面積               30,586 ㎡ 

⑶ 設備     メインプール※１（公認 50m） 
※１ 冬季はアイススケートメインリンク 60m×30m 

飛び込みプール※２（25m×22m） 
※２ 冬季はアイススケートサブリンク 30m×18m 

サブプール（公認 25m） 
アーチェリー場及びフィットネスルーム 

          付属設備（応接室、関係者控室、大会本部室、記録室、審判控室等） 
⑷ 設置目的   スポーツのための施設の提供 

スポーツの競技会、講習会等のための施設の提供 
⑸ 開設年月   平成 14 年７月 
⑹ 利用状況   令和６年度 利用件数 160,430 件 
⑺ 供用時間   午前９時から午後９時まで 
⑻ 観客席    メインプール 2,200 席、サブプール 90 席 

 
 


